
 

別紙 2  

アクティビティモニタリングサービス解約料金算定方法について 
 

 

1 解約料金の発生について 

1.1 導入期間における解約料金の発生について 

導入期間にサービス利用契約を解約する場合、発生する解約料金のイメージ図を以下「図１ 導

入期間における解約料金について」に示します。 

 
「図１ 導入期間における解約料金について」 

 

1.2 最低利用期間における解約料金の発生について 

最低利用期間にサービス利用契約を解約する場合、発生する解約料金のイメージ図を以下「図２ 

最低利用期間における解約料金について」に示します。 

 
 

「図２ 最低利用期間における解約料金について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 解約料金の算定方法について 

2.1 導入期間における解約料金の算定方法 

（１） 解約料金 

「利用開始日の属する月時点での月額利用料金」の 12 か月分を算定し、これに係る消費

税等相当額を合算した額とします。本内容のイメージ図を以下「図３ 導入期間におけ

る解約料金の算定について」に示します。 

 
「図３ 導入期間における解約料金の算定について」 

 

2.2 最低利用期間における解約料金の算定方法 

（１） 解約料金 

「解約日の属する月を含む最低利用期間終了月までの残月数」分の「解約日の属する月時

点での月額利用料金」を算定し、これに係る消費税等相当額を合算した額とします。本

内容のイメージ図を以下「図４ 最低利用期間における解約料金の算定について」に示

します。 

 
「図４ 最低利用期間における解約料金の算定について」 


